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庄内公民館だより 2
庄内地区人口【1２月現在】

（先月比）
男 性 773人 ± 0人
女 性 947人 ＋11人
合 計 1,720人 ＋11人
世帯数 838戸 ＋11戸

〒799-1313 西条市旦之上甲292-1
Tel・Fax：（0898）66-1023
E-mail：shonai-k@saijo-city.jp
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「年末大掃除・避難訓練」

１２月１５日（日）午前９時から、公民館の利用サークル・団体、協力委員の皆様にご協力をい

ただき、庄内公民館の大掃除をしました。おかげさまでとても綺麗になり、新年を気持ち良く迎え

ることができました。ありがとうございました。

また、９時３０分より避難訓練を行いましたが、参加者は大掃除を一時中断し、公民館屋外へと

冷静に避難していました。

避難後は、西条市西消防署の消防士の方から消火器の使い方や水消火器を使った訓練も行いまし

た。

大掃除

１２/１５

避難訓練

軽スポーツ大会

軽スポーツ大会を開催します。
今回の種目は、ストラックアウトとボッ

チャです。参加者には、粗品をプレゼント！
ご参加お待ちしております。

日 時：２月２０日 (木) １３：３０～
場 所：庄内公民館 ２階 大会議室
種 目：ストラックアウト・ボッチャ
服 装：運動ができる服装
持参物：タオル・飲み物・運動靴(上履き)
参加費：無料
定 員：３０名(定員になり次第締切ります)
締切り：２月１０日(月)
申込先：庄内公民館 『☎６６－１０２３』

庄内放課後子ども教室

令和７年２月の子ども教室はフォトフレー
ム作りです。今年度最後の子ども教室になり
ます。

日 時：２月５日 (水)
１５：００～１６：００

場 所：庄内児童クラブホール
※ 申し込みをされた児童のみなさん、忘
れずに参加してください。教室を欠席す
る場合は、必ず公民館(☎６６－１０２３)
へご連絡をお願いします。

★カラー版は、西条市役所ホームページのトップページ

中段右側「ページID検索」に[0102255]と入力する

とご覧いただけます。

（※）注

「令和５年度 人権意識を高めるための作品集」から児童・生徒の人権作文を掲載します。

西条市人権教育協議会 西条市人権擁護課

「部落差別では差別をなくそうとする活動が逆に差別をひどくさせていたということが印象に残りました。」

～毎月10日は人権を考える日～

人権けい発劇に参加して

今治東中等教育学校 １年 渡邉 くるみ
（令和５年度掲載時大町小学校６年）

私は、西条市の人権けい発劇に参加しました。きっかけは、西条市の合唱団でその劇のラストの歌を
歌うことになったからです。そこで、部落差別やハンセン病での差別を知りました。特に、部落差別では
差別をなくそうとする活動が逆に差別をひどくさせていたということが印象に残りました。

そして、自分も気が付かないうちに差別をしているかもしれないということにびっくりしました。差
別のことは学校でたくさん学んだけれど、それはほんの一部で、世界にはもっとたくさんの人がいろんな
差別で苦しんでいることがわかりました。そして、そのほとんどの人がだれかに気付かれもせず、助けら
れもせずたった一人で生きていかなければいけないと知って、とても驚きました。

劇を練習している人達はとても真剣で細かいところを何度も修正して、そのことが見ている人に正し
く伝わるようにしていました。大町小学校や他の学校の先生、中学校の生徒達もみんな役になりきって演
技をしていて、こんな身近に差別をなくすために積極的に行動している人達がいることを改めて感じまし
た。 ラストの歌を作った人にも会いました。歌詞の中の「熱と光」は、この劇の一番大事な言葉で、オ
リンピックの聖火のようにつなげていくという意味があり、なにか一つの事を一生けん命にやって周りを
明るくするという意味もあるそうです。私は歌詞の中で「だれもが住みよい町は今日も笑顔であふれてい
る」というところが好きです。なぜかというと時間はかかってもいつかは笑顔あふれる町を実現させたい
という強い思いを感じたからです。
今回の劇で私は、差別やいじめをなくして世界をだれもが住みよいところにするには三つの事をみん

なができるようになればいいと考えました。一つ目は、「一人一人違ってもそれでいい。」と考えること
です。二つ目は、差別やいじめについて簡単なことでいいから一人でも多くの人に知ってもらうというこ
とです。三つ目は、どんな言葉も相手を傷つけないか一たん考えてから言うということです。軽い気持ち
で言った言葉でも、何十年も相手の心に引っかかり、傷つけてしまうということがあると知ったからです
。この三つのことをみんなが考えていけば、だれもが住みよい町が実現するのではないかと思います。

※の注釈 間違った解釈と理解をしないために

人権劇中の「差別をなくする活動」の場面は、明治時代終り頃から大正時代に行われた被差
別部落外の人たちが行った「部落改善運動」や「融和運動」を指す。これらの活動は、差別の
原因を被差別部落の人々の側に求め、部落外の人々の「同情」と「理解」を求める活動であり、
そのため部落外の人たちに対する差別を逆に助長し、本来の差別解消には繋がらなかった。こ
の活動は、いわゆる「部落解放運動」ではない。



日 曜 行 事

1 土 休館日

2 日 休館日

5 水 庄内放課後子ども教室 １５時～

6 木 三世代交流事業（１年生・３年生）
「昔の遊び」午前９時２０分～

7 金

河北中学校区（三芳・楠河・庄内）
小学校６年生対象学社連携事業
「永納山登山、体験学習」
午前１０時２０分～ 永納山（晴天時）

8 土 休館日

9 日 休館日

11 火 休館日（建国記念の日）

12 水 ふれあい運動会運営委員会 19：00～

15 土 休館日

16 日 休館日

19 水 古紙の収集日

20 木 軽スポーツ大会 １３：３０～

22 土 休館日

23 日 休館日(天皇誕生日)

24 月 振替休館日

26 水 資源ごみ(びん、ペットボトル、スプレー缶、
カセット式ガスボンベ)の収集日

２月の主な行事予定

２月移動図書館 カワセミ号

★お知らせ★

【２月の休館日】
１、２、８、９、11、15、16、22、
23、24日

【２月の資源ごみ収集日】
★古紙の日 １９日（第３水曜日）
★びん、ペットボトル、スプレー缶、カセット
式ガスボンベの日 ２６日 (第４水曜日)
※朝８時までにお出しください。

●公民館定期利用サークル・団体の登録
について

令和７年度に公民館を定期利用される
サークル・団体は「公民館利用願い」の提
出が必要です。
令和６年度に登録済みのサークル・団体

も手続きをしてください。
なお、関係書類は事前に代表者の方にお

渡しします。

☆提出期限：令和７年２月１９日（水）

☆提出書類：「公民館利用願い」他、
必要書類

※上記の問合せ、申請先は庄内公民館まで

☎６６－１０２３

●小・中学校体育施設の開放事業について

令和７年度に庄内小学校及び、河北中学校の
体育館・運動場・武道場を定期利用されるサー
クル・団体は申請が必要です。
令和６年度に登録申請済みの団体も手続きを

してください。
令和６年度の登録団体には、１月下旬～２月

上旬頃までに申請書類を送付いたします。
（※令和２年度より学校施設利用者様には、

学校開放に係る照明使用料をご負担いただいて
おります。）

☆提出期限：令和７年２月１９日（水）

☆提出書類：「登録団体申請書」他、
必要書類

☆対象団体：市内在住・在勤の１０名以上の
スポーツ団体

『令和７年度 各種手続きのご案内』

特別館内整理期間のため、２月の庄内公民館の巡回
はありません。

☆特別館内整理期間のお知らせ（休館日を含む）☆

・西条図書館 ２月１７日（月）～２月２８日（金）

・東予図書館 ３月 １日（土）～３月１０日（月）

・丹原図書館 ３月１３日（木）～３月２０日（木）

・小松温芳図書館 ２月１日（土）～２月 ７日（金）

12月25日（水）、庄内公民館にて、「クリスマス
のお菓子づくり」を行いました。

今回は、「チーズｉｎキャロット、ブレット」を
作りました。人参を入れることでオレンジ色に焼き
あがったブレットに粉砂糖をふりかけ、クリスマス
らしく仕上げました。

子供たちは、恐る恐る卵を割り、さっくり混ぜ
るってどのくらい混ぜるんなど先生に聞きながら、
生地を作り、焼き上がりまで首を長―くしてまち、
最後にはみんなで美味しくいただきました。

12/25 庄内放課後子ども教室
クリスマスのお菓子づくり

１月１２日(日)、「令和７年

西条市二十歳の集い」が、西

条市丹原文化会館で開催され

ました。

新成人の方々、おめでとう

ございます。

11/28 軽スポーツ大会開催

１１月２８日(木)、軽スポーツ大会が開催

されました。種目は、輪投げとストラックア

ウトです。

今回は、１８名の参加者が、１チーム３名

に分かれてチーム戦と個人戦でゲームを行い、

得点を競いました。

輪投げは、1人10本づつ、ストラックアウ

トも10個投げ、輪に入った場所と的にあたっ

た場所で得点になるので、チームのみんなと

相談しながらどちらのゲームも楽しみました。

1/12 令和７年西条市二十歳の集い

輪投げは２ｍ ストラックアウトは３ｍから


